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⑷　必要とする休日日数
・必要とする休日日数としては、「春季」「秋季」においては「1 週間に 1 日の休みが

ほしい」が最も多いのに対し、「夏季」「冬季」においては「1 週間に 2 日の休みが
ほしい」が最も多くなっています。

・特に「夏季」においては、いずれの年齢階層においても「1 週間に 2 日の休みがほし
い」が最も多く、また、「50 歳未満」「60 ～ 64 歳」「65 ～ 69 歳」では「1 週間に 3
日の休みがほしい」と「1 週間に 4 日の休みがほしい」の合計が 1 割程度となっ
ています。

図2-4-1　必要とする休日日数

図2-4-2　必要とする休日日数＿夏季
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1．改正高年齢者雇用安定法の概要（2021 年度改正）

ハハロローーワワーークク

事業主・労働者の皆さまへ

① 歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止

③ 歳までの継続雇用制度（再雇用制度・勤務延長制度）の導入
※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む

④ 歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入 ⇒ ２、３
⑤ 歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入 ⇒ ２、３

事業主が自ら実施する社会貢献事業
事業主が委託、出資（資金提供）等する団体が行う社会貢献事業

※ ④、⑤については過半数労働組合等の同意を得た上で、措置を導入する必要があります（労働
者の過半数を代表する労働組合がある場合にはその労働組合、そして労働者の過半数を代表する
労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の同意が必要です。）。

※ ③～⑤では、事業主が講じる措置について、対象者を限定する基準を設けることができますが、
その場合は過半数労働組合等との同意を得ることが望ましいです。

※ 高年齢者雇用安定法における「社会貢献事業」とは、不特定かつ多数の者の利益に資することを目
的とした事業のことです。「社会貢献事業」に該当するかどうかは、事業の性質や内容等を勘案して
個別に判断されることになります。

※ の「出資（資金提供）等」には、出資（資金提供）のほか、事務スペースの提供等も含まれます。

＜対象となる事業主＞
• 定年を 歳以上 歳未満に定めている事業主
• 歳までの継続雇用制度（ 歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。）

を導入している事業主
＜対象となる措置＞
次の①～⑤のいずれかの措置（高年齢者就業確保措置）を講じるよう努める

必要があります。

改正高年齢者雇用安定法が令和３年４月から施行されました

高年齢者就業確保措置について

６５歳までの雇用確保
（義務）

７０歳までの就業確保
（努力義務）

歳までの就業確保措置を講じることが「努力義務」となったことに伴い、
再就職援助措置・多数離職届等の対象が追加されます。

管理番号：LL040325高01
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高年齢者就業確保措置を講ずるに当たっての留意事項
（高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針）

・ 高年齢者就業確保措置のうち、いずれの措置を講ずるかについては、労使間で十分に協議を行
い、高年齢者のニーズに応じた措置を講じていただくことが望ましいです。

・ 複数の措置により、 歳までの就業機会を確保することも可能ですが、個々の高年齢者にいず
れの措置を適用するかについては、個々の高年齢者の希望を聴取し、これを十分に尊重して決定
する必要があります。

・ 高年齢者就業確保措置は努力義務であることから、対象者を限定する基準を設けることも可能
ですが、その場合には過半数労働組合等との同意を得ることが望ましいです。

・ 高年齢者が従前と異なる業務等に従事する場合には、必要に応じて新たな業務に関する研修や
教育・訓練等を事前に実施することが望ましいです。

・ 対象者基準の内容は、原則として労使に委ねられるものですが、労使で十分に協議した上で定
められたものであっても、事業主が恣意的に一部の高年齢者を排除しようとするなど、高年齢者
雇用安定法の趣旨や他の労働関係法令に反するものや公序良俗に反するものは認められません。

全般的な留意事項

※ 歳までの安定した就業機会の確保のため必要があると認められるときは、高年齢者雇用安定法に
基づき、ハローワーク等の指導・助言の対象となる場合があります。

継続雇用制度の場合 創業支援等措置の場合
① 歳までの就業の確保が努力義務となること
から、契約期間を定めるときには、 歳までは
契約更新ができる措置を講じ、むやみに短い契
約期間とすることがないように努めること。

② 歳までの継続雇用制度は、特殊関係事業主
以外の他社により継続雇用を行うことも可能だ
が、その場合には自社と他社との間で、高年齢
者を継続して雇用することを約する契約を締結
する必要があること。

③ 他社で継続雇用する場合にも、可能な限り
個々の高年齢者のニーズや知識・経験・能力等
に応じた業務内容、労働条件とすることが望ま
しいこと。

① 高年齢者のニーズや知識・経験・能力を踏ま
えて、業務内容や高年齢者に支払う金銭等を決定
することが望ましい。

② 創業支援等措置により就業する高年齢者につい
て、同種の業務に労働者が従事する場合における
安全配慮義務をはじめとする労働関係法令による
保護の内容も勘案しつつ、事業主が適切な配慮を
行うことが望ましい。

③ 創業支援等措置により就業する高年齢者が被災
したことを当該措置を講ずる事業主が把握した場
合には、事業主が、高年齢者が被災した旨を主た
る事業所を所管するハローワークに届け出ること
が望ましい。

基準を設けて対象者を限定する場合

その他、講ずる措置別の留意事項

定年制度、継続雇用制度の見直しのための助成金があります。
◆◆ ６５歳超雇用推進助成金 ◆◆

の③ の④⑤
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２の同意を得た計画を、次のいずれかの方法により労働者に周知する必要があります。

創業支援等措置を実施する場合には、以下の手続きを行う必要があります。

創業支援等措置を講ずる場合には、下記の事項を記載した計画を作成する必要があります。計画を
作成する際には各事項を記載する上での留意事項にご留意ください。
⑴ 高年齢者就業確保措置のうち、創業支援等措置
を講ずる理由

⑵ 高年齢者が従事する業務の内容に関する事項
⑶ 高年齢者に支払う金銭に関する事項
⑷ 契約を締結する頻度に関する事項
⑸ 契約に係る納品に関する事項
⑹ 契約の変更に関する事項

⑺ 契約の終了に関する事項（契約の解除事由を含む）
⑻ 諸経費の取扱いに関する事項
⑼ 安全及び衛生に関する事項
⑽ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
⑾ 社会貢献事業を実施する団体に関する事項
⑿ ⑴～⑾のほか、創業支援等措置の対象となる労働
者の全てに適用される事項

・常時当該事業所の見やすい場所に掲示するか、または備え付ける
・書面を労働者に交付する
・磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずるものに記録し、かつ、当該事業所に労働者が

当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する（例：電子媒体に記録し、それを常時モニ
ター画面等で確認できるようにするなど）

創業支援等措置の実施に必要な措置について

１．計画を作成する

２．過半数労働組合等の同意を得る

※ 同意を得ようとする際には、過半数労働組合等に対して、（ア）労働関係法令が適用されない
働き方であること、（イ）そのために１の計画を定めること、（ウ）創業支援等措置を選択す
る理由を十分に説明するようお願いします。

※ 創業支援等措置（ １の④⑤）と雇用による措置（ １の①～③）の両方を講ずる場合は、雇
用による措置により努力義務を達成したことになるため、創業支援等措置に関して過半数労働
組合等との同意を必ずしも得る必要はありませんが、高年齢者雇用安定法の趣旨を考えると、
両方の措置を講ずる場合も同意を得ることが望ましいです。

１の計画について、過半数労働組合等の同意を得る必要があります。
※労働者の過半数を代表する労働組合がない場合は･･･
次に留意して過半数を代表する者を選出する必要があります。
・労働基準法第４１条第２号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと
・創業支援等措置の計画に関する同意を行うことを明らかにして実施される投票、挙手等の方
法による手続きにより選出された者であって、事業主の意向に基づき選出されたものでない
こと

３．計画を周知する

創業支援等措置による就業は、労働関係法令による労働者保護（労災保険など）の適用がありません。
創業支援等措置により就業する高年齢者には、
・上記１の計画を記載した書面を交付する
・（ア）労働関係法令が適用されない働き方であること、（イ）そのために１の計画を定める
こと、（ウ）創業支援等措置を選択する理由を丁寧に説明して本人の納得を得るよう努める
ようにお願いします。

【創業支援等措置の実施のために締結が必要な契約】
・上記１・２と合わせて、高年齢者の就業先となる団体と契約を締結する必要があります。
・制度導入後に、個々の高年齢者と業務委託契約や社会貢献活動に従事する契約を締結する必要があります。
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厚生労働省「高年齢者雇用安定法 Q ＆ A（高年齢者就業確保措置関係）」も併せてご覧
ください。https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000745472.pdf

高年齢者等が離職する場合について

申請・お問い合わせ先
改正法や高年齢者就業確保措置について詳しくは、最寄りの労働局・ハローワークへお問い合わせく

ださい。
（独）高齢･障害･求職者雇用支援機構の各都道府県支部高齢・障害者業務課では、 歳超雇用推進プ

ランナー等の派遣などにより、高年齢者の雇用に関する相談・援助を行っています。

＜再就職援助措置等の対象となる高年齢者等の範囲の拡大＞

※① 創業支援等措置による契約が事業主の都合により終了する場合を含む
※② 歳までについては、平成 年改正の経過措置として設けた継続雇用制度の対象者基準に該当せず離職する者

求職活動支援書
事業主は、 に該当する高年齢者が希望するときは、速やかに次の事項を記載した「求

職活動支援書」を作成し、本人に交付しなければなりません（義務）。
求職活動支援書に記載する事項：
（ア）氏名・年齢・性別、（イ）離職予定日（離職予定日が未定の場合はその時期）、（ウ）職務
の経歴（従事した主な業務の内容、実務経験、業績及び達成事項等）、（エ）有する資格・免許・
受講した講習、（オ）有する技能・知識・その他の職業能力に関する事項。（カ）その他の再就職
に資する事項 ※解雇等の離職理由は記載しません。

令和 年度から追加
歳以上 歳未満
で離職する者

歳以上 歳未満
で離職する者

歳以上 歳未満で
離職する者

解雇その他の事業主の都合による離職
（※①）
継続雇用制度の対象者基準（※②）に
該当しないことによる離職
創業支援等措置の対象者基準に該当し
ないことによる離職
定年年齢に到達したことによる離職
継続雇用制度の上限年齢に到達したこ
とによる離職
創業支援等措置の上限年齢に到達した
ことによる離職

事業主は、 または 部分に該当する高年齢者が再就職を希望するときは、
（ア）求職活動に対する経済的支援、（イ）求人の開拓、求人情報の収集・提供、再就職のあっせん、
（ウ）再就職に資する教育訓練等の実施、受講のあっせん等を講じるよう努めることとされています
（努力義務） 。

再就職援助措置

多数離職届
事業主は、 または 部分に該当する高年齢者が同一の事業所において、 か月

以内に 人以上の高年齢者等が解雇等により離職する場合は、離職者数や当該高年齢者等に関する
情報等をハローワークに届け出なければなりません（義務） 。
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2．厚生年金の支給開始年齢の引き上げスケジュール
厚生年金の加入者は、65 歳になるまでは「特別支給の老齢厚生年金」、65 歳からは「老齢

厚生年金」と「老齢基礎年金」を受給することができます。
この「特別支給の老齢厚生年金」のうち、定額部分は 2013 年 4 月から 65 歳にならない

と受給できなくなりました。また、報酬比例部分についても 2013 年 4 月から 2025 年度に
かけて段階的に 65 歳に引上げられます。これに伴い、すでに男性の場合、2022 年 4 月か
らは 64 歳にならないと受給できなくなりました（女性は 5 年遅れ）。

こうした年金の支給開始年齢の引き上げにより、60 歳定年で退職し、再就職ができない
場合、無年金期間に無収入となる可能性が生じてしまいます。

図　老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げスケジュール

出典）厚生労働省ホームページを一部修正

日本年金機構のホームページ（「ねんきんネット」）より、将来受け取る老齢年金の見
込額を試算できます。
https://www.nenkin.go.jp/n_net/introduction/estimatedamount.html
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図　性別・出生年別老齢厚生年金の支給開始年齢

出典）日本年金機構ホームページ
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3．改正年金法の概要（2022 年度改正）
より多くの人がより長く多様な形で働く社会へと変化する中で、長期化する高齢期の経

済基盤の充実を図るため、短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大、在職中の年金受
給の在り方の見直し、受給開始時期の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入可能要件の見直
し等の措置を講ずるため年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法
律が改正されました。

出典）厚生労働省ホームページ
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4．「在職老齢年金」と「高年齢雇用継続給付」のしくみ
⑴　在職老齢年金のしくみ

厚生年金の支給開始年齢（2022 年 4 月現在男性は 64 歳、女性は 62 歳、なお、2025 年
4 月からは男性は 65 歳、女性は 63 歳）以降も正社員などとして働き続けると、賃金の
額に応じて厚生年金が減額されて支給されます。これを「在職老齢年金」といいます。

この在職老齢年金制度が 2022 年 4 月に見直され、総報酬月額相当額と老齢厚生年金
の基本月額の合計が「47 万円」を超えない場合は年金額の支給停止は行われず、「47 万
円」を上回る場合は年金額の全部または一部について支給停止される計算方法に緩和さ
れました（2022 年 3 月以前は「28 万円」）。

なお、勤務時間・勤務日数が正社員よりも短く、厚生年金に加入していない方につい
ては、厚生年金は減額されずに全額受給できます。

図　2022 年4月からの 65 歳未満の方の在職老齢年金制度

出典）日本年金機構ホームページ

［参考］令和４年３月以前の65歳未満の方の在職老齢年金

法律改正により令和４年４月以降、65歳未満の方の在職老齢年金は、65歳以上の方と同じ仕組み
で支給停止額が計算されます（２ページ参照）。
令和４年３月以前までの65歳未満の方の在職老齢年金は、基本月額と総報酬月額相当額に応じて、
下記の方法により支給停止額が計算されていました。

➁基本月額が28万円以下で、
　総報酬月額相当額が47万円
　以下のとき

③基本月額が28万円以下で、
　総報酬月額相当額が47万円
　を超えるとき

④基本月額が28万円を超え、
　総報酬月額相当額が47万円
　以下のとき

⑤基本月額が28万円を超え、
　総報酬月額相当額が47万円
　を超えるとき

支給停止額
＝０円（全額支給）

支給停止額
＝ (総報酬月額相当額+基本月額－28万円) ✕1/2✕12

支給停止額
＝{(47万円+基本月額－28万円) ✕1/2+ (総報酬月額
　相当額－47万円)} ✕12

支給停止額
＝総報酬月額相当額 ✕1/2✕12

支給停止額
＝ {47万円✕1/2+(総報酬月額相当額－47万円)}✕12

①基本月額と総報酬月額相当
　額の合計額が28万円以下の
　とき

計算例
（標準報酬月額22万円、標準賞与額72万円〔月額6万円〕）の場合

〇基本月額　108万円÷12＝9万円
〇基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円以下ですので、➁に該当します。
　・支給停止額＝(28万円+9万円－28万円) ✕1/
　・年金支給額＝108万円－54万円＝54万円〔月額4.5万円〕

2✕12＝54万円〔月額4.5万円〕

老齢厚生年金支給停止額と一部支給額は、１カ月あたりで下図のようになります。

老
齢
厚
生
年
金

万
円

9

（支給停止）4.5万円

（一部支給）4.5万円

この方のケースでは、老齢厚生年金が月額4.5万円支
給停止となり、勤め先からの賃金・賞与〔月額28万円〕
と年金額〔月額4.5万円〕を足して、月32.5万円が合
計の収入となります。

〈解説〉

3

老齢厚生年金額108万円〔基本月額9万円〕の方で、総報酬月額相当額が28万円

2

働きながら年金を受ける場合（60歳以上：在職老齢年金）

支給停止額
＝０円（全額支給）

支給停止額
＝ (総報酬月額相当額+基本月額－47万円) ✕1/2✕12

計算例

老
齢
厚
生
年
金

万
円

10

（支給停止）2万円

（一部支給）8万円

①基本月額と総報酬月額相当額
　の合計額が47万円以下のとき

老齢厚生年金額120万円〔基本月額10万円〕の方で、総報酬月額相当額が41万円
（標準報酬月額32万円、標準賞与額108万円〔月額9万円〕）の場合

〈解説〉 〇基本月額　120万円÷12＝10万円
〇基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円を超えますので、➁に該当します。
　・支給停止額＝(41万円+10万円－47万円) ✕1/
　・年金支給額＝120万円－24万円＝96万円〔月額８万円〕

2✕12＝24万円〔月額2万円〕

老齢厚生年金支給停止額と一部支給額は、１カ月あたりで下図のようになります。

老齢基礎年金
（全額支給） 6万円

と老齢厚生年金〔月額８万円〕
停止となり、勤め先からの賃金・賞与〔月額41万円〕

・老齢基礎年金〔月額
６万円〕を足して、月55万円が合計の収入となります。

※在職による支給停止は老齢厚生年金に対して行われるもので、老齢基礎年金は支給停止の対象とはなりません。

〇加給年金額が加算されている場合
老齢厚生年金に加給年金額が加算されている場合、加給年金額を除いて在職老齢年金を計算します。
なお、加給年金額の支給は、以下のとおりです。
・老齢厚生年金が支給（一部支給）される場合
・老齢厚生年金が全額支給停止される場合

加給年金額は全額支給されます。
加給年金額も全額支給停止となります。････････････

この方のケースでは、老齢厚生年金が月額２万円支給

･･････

※１　年金額（年額）を12で割った額。共済組合等からの老齢厚生年金も受け取っている場合は、日本年金機構と
　　　共済組合等からの全ての老齢厚生年金を合わせた年金額を12で割った額。
※２　毎月の賃金（標準報酬月額）+ １年間の賞与（標準賞与額）を12で割った額。
※３　共済組合等からの老齢厚生年金も受け取っている場合は、全ての老齢厚生年金に対する支給停止の総額を、
　　　それぞれの老齢厚生年金の年金額に応じて割り振り算出します。

厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受ける60歳以上の方は、基本月額※１

と総報酬月額相当額※２ に応じ、年金額が支給停止※３（全部または一部）される
場合があります。

②基本月額と総報酬月額相当額
　の合計額が47万円を超える
　とき

※共済組合等からの老齢厚生年金も受け取っている場合は、それぞれの老齢厚生年金の年金額に応じ停止額を割り
　振り算出します。

【2022 年3月以前の計算方法】 【2022 年4月以降の計算方法】
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⑵　高年齢雇用継続給付のしくみ
60 歳以降の賃金が、直前の賃金の 75％未満に低下した場合は、「高年齢雇用継続給付」

が支払われます。なお、労働時間が正社員の概ね 2 分の 1 未満の者の場合は、雇用保
険の加入者ではありませんので、「高年齢雇用継続給付」は受給できません。

高年齢雇用継続給付の支給額は、60 歳以上 65 歳未満の各月の賃金（賞与は関係ありま
せん）が
・60 歳時点の賃金の 61％以下に低下した場合は、各月の賃金の 15％相当額
・60 歳時点の賃金の 61％超 75％未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月

の賃金の 15％相当額未満の額
となります。

賃金額と算定された支給額の合計が 360,584 円を超える場合は、360,584 円からその
賃金を差し引いた額が支給されます（2021 年 8 月 1 日現在、この額は毎年 8 月 1 日
に変更されます）。

支給額の計算は以下のとおりとなります。

【例】60 歳に到達したときに賃金 30 万円だった者が 18 万円に低下したケース
60 歳時点の賃金が月額 300,000 円であったが、60 歳以後に月額 180,000 円に下がっ
た場合には、60％に低下したことになりますので、180,000 円の 15％に相当する額の
27,000 円が支給されます。

なお、「2025 年度に 60 歳に到達する人」から高年齢雇用継続給付金が段階的に縮小・
廃止されることになっています。ご注意ください。
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高年齢雇用継続給付に関して詳しく知りたい方は、最寄りの公共職業安定所（ハロー
ワーク）にお問い合わせください。
また、ハローワークホームページ
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_continue.html　
もあわせてご覧ください。

⑶　「在職老齢年金」と「高年齢雇用継続給付」を同時に受給する際の留意点
　　－「在職老齢年金」と「高年齢雇用継続給付」の併給調整－

高年齢雇用継続給付を受けている間は、高年齢雇用継続給付の 4 割相当の年金が支
払停止となります。

【例】�60 歳に到達したときに月収 30 万円だった者が 18 万円（賞与なし）に低下した
ケース

・月収が 30 万円から 18 万円へ下がった場合、高年齢雇用継続給付は下がった後の月
収の 15％が支給されるので、高年齢雇用継続給付は、

180,000 円（賃金）× 15％＝ 27,000 円　となります。
・このとき、年金は、27,000 円× 40％（※）＝ 10,800 円が支給停止となります。

（※）年金支給停止割合は、高年齢雇用継続給付の 4 割。
・年金額が 10 万円だとすると、
○手取りの収入は、賃金 180,000 円＋高年齢雇用継続給付 27,000 円＋

年金（100,000 円－ 10,800 円）＝ 296,200 円　となります。
・なお、年金額と賃金（高年齢雇用継続給付は除く）の合計額が 47 万円を超える場合

は、賃金 2 に対して年金 1 の割合でさらに年金に対して在職支給停止がかかりま
す。この例では、賃金 18 万円＋年金 10 万円＝ 28 万円で 47 万円を超えていないの
で、これ以上の支給停止はありません。

「在職老齢年金」と「高年齢雇用継続給付」の併給調整に関して詳しく知りたい方は、
厚生労働省「雇用保険と年金の併給調整について」
http://www.mhlw.go.jp/qa/dl/nenkin_h24_tyousei.pdf　をご覧ください。
電話での問い合わせ窓口は以下のとおりです。

「ねんきんダイヤル」0570 － 05 － 1165（ナビダイヤル）
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5．働き方改革と高齢者雇用（「同一労働同一賃金」について）
我が国は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方

のニーズの多様化」などの状況に直面しています。こうしたなか、投資やイノベーション
による生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作る
ことが重要な課題になっています。
「働き方改革」は、この課題の解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様

な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるよ
うにすることを目指しています。

このうちの一つが、パートタイム労働法 、労働契約法、労働者派遣法の改正による「雇
用形態に関わらない公正な処遇の確保」となります。定年後に継続雇用された有期労働者
についても適用されることになりますので注意が必要です。

詳しくは、厚生労働省ホームページ内の「同一労働同一賃金特集ページ」をご覧くださ
い（以下の文章は同ホームページより抜粋したものです）。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

○「雇用形態に関わらない公正な処遇の確保」とは
同一企業内において、正社員と非規正社員の間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇に

ついて 、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。そのための裁判の際に判断基準と
なる「均衡待遇規定」等を法律（パートタイム・有期雇用労働法第 8 条）に整備します。

また、「同一労働同一賃金ガイドライン」を策定し、どのような待遇差が不合理にあた
るかを明確に示します。

なお、施行時期は 2020 年 4 月 1 日（ただし、中小企業は 2021 年 4 月 1 日）です。
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○「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要
「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要は以下のとおりです。

具具体体例例
（（問問題題ととなならら
なないい例例））

原原則則ととななるる考考ええ方方

裁裁判判でで争争いい得得るる法法律律整整備備

具具体体例例
（（問問題題ととななるる

例例））

• 正社員の待遇を不利益に変更する場合は、原則として労使の
合意が必要であり、就業規則の変更により合意なく不利益に変
更する場合であっても、その変更は合理的なものである必要があ
る。ただし、正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇
差を解消するに当たり、基本的に、労使の合意なく正社員の待
遇を引き下げることは望ましい対応とはいえない。

• 雇用管理区分が複数ある場合（例：総合職、地域限定正社
員など）であっても、すべての雇用管理区分に属する正社員と
の間で不合理な待遇差の解消が求められる。

• 正社員と非正規雇用労働者との間で職務の内容等を分離した
場合であっても、正社員との間の不合理な待遇差の解消が求
められる。

ガイドラインの構造

「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要①
（短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針）

○ このガイドラインは、正社員（無期雇用フルタイム労働者）と非正規雇用労働者（パートタイム労働者・有期雇用
労働者・派遣労働者）との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差
は不合理なものでないのか、原則となる考え方と具体例を示したもの。

○ 基本給、昇給、ボーナス（賞与）、各種手当といった賃金にとどまらず、教育訓練や福利厚生等についても記載。
○ このガイドラインに記載がない退職手当、住宅手当、家族手当等の待遇や、具体例に該当しない場合についても、
不合理な待遇差の解消等が求められる。このため、各社の労使により、個別具体の事情に応じて待遇の体系について
議論していくことが望まれる。
（詳しくはこちら）

不合理な待遇差の解消に当たり、次の点に留意

0裁裁判判でで争争いい得得るる部部分分

① 基本給
• 基本給が、労働者の能力又は経験に応じて支払うもの、業
績又は成果に応じて支払うもの、勤続年数に応じて支払うも
のなど、その趣旨・性格が様々である現実を認めた上で、そ
れぞれの趣旨・性格に照らして、実態に違いがなければ同一
の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。

• 昇給であって、労働者の勤続による能力の向上に応じて行う
ものについては、同一の能力の向上には同一の、違いがあれ
ば違いに応じた昇給を行わなければならない。

③ 各種手当
• 役職手当であって、役職の内容に対して支給するものについては、
同一の内容の役職には同一の、違いがあれば違いに応じた支給
を行わなければならない。

• そのほか、業務の危険度又は作業環境に応じて支給される特殊
作業手当、交替制勤務などに応じて支給される特殊勤務手当、
業務の内容が同一の場合の精皆勤手当、正社員の所定労働
時間を超えて同一の時間外労働を行った場合に支給される時
間外労働手当の割増率、深夜・休日労働を行った場合に支給
される深夜・休日労働手当の割増率、通勤手当・出張旅費、
労働時間の途中に食事のための休憩時間がある際の食事手当、
同一の支給要件を満たす場合の単身赴任手当、特定の地域で
働く労働者に対する補償として支給する地域手当等については、
同一の支給を行わなければならない。

＜正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で賃金の決定基準・ルールの相違がある場合＞
• 正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で賃金に相違がある場合において、その要因として賃金の決定基準・ルールの
違いがあるときは、「正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者は将来の役割期待が異なるため、賃金の決定基準・ルールが
異なる」という主観的・抽象的説明ではなく、賃金の決定基準・ルールの相違は、職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他
の事情の客観的・具体的な実態に照らして、不合理なものであってはならない。
＜定年後に継続雇用された有期雇用労働者の取扱い＞

• 定年後に継続雇用された有期雇用労働者についても、パートタイム・有期雇用労働法が適用される。有期雇用労働者が定年後
に継続雇用された者であることは、待遇差が不合理であるか否かの判断に当たり、その他の事情として考慮されうる。様々な事情
が総合的に考慮されて、待遇差が不合理であるか否かが判断される。したがって、定年後に継続雇用された者であることのみをもって
直ちに待遇差が不合理ではないと認められるものではない。

「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要②
（短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針）

② 賞与
• ボーナス（賞与）であって、会社の業績等への労働者の貢献
に応じて支給するものについては、同一の貢献には同一の、違
いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。

パートタイム労働者・有期雇用労働者（１）
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6．継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について
2013 年 4 月に施行された改正労働契約法では、有期労働契約が反復更新され通算 5 年

を超えると、労働者の申し出により、期間の定めのない（無期）労働契約に転換するルー
ルが定められました。一方で、高年齢者雇用安定法で、65 歳までの継続雇用が義務付けら
れた結果、定年後に嘱託等 1 年契約を更新していくなど有期雇用で 5 年を超えて働き続
けると再び無期雇用になる－といった懸念が浮上し、無期転換ルールとの関係が注目され
ていました。

このため、2015 年 4 月に新たに「有期雇用特別措置法」が施行され、定年に達した後、
引き続いて雇用される有期雇用労働者（継続雇用の高齢者）については、その事業主に定
年後引き続いて雇用される期間は、無期転換申込権が発生しないこととなりました。

なお、継続雇用の高齢者について、有期雇用特別措置法による特例の適用を希望する事
業主は、「第二種計画認定・変更申請書」を作成の上、都道府県労働局に提出し、計画が
適当である旨の認定を受けてください（次ページ参照）。

詳しくは、厚生労働省のホームページ（https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-
11200000-Roudoukijunkyoku/0000075676.pdf）をご覧ください。
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【参考】継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例に関する申請書

出典）「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」（厚生労働省）
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7．定年後引き続き雇用される有期雇用契約社員　雇用契約書（例）
雇 用 期 間 年　　　月　　　日から　　　年　　　月　　　日まで

勤 務 場 所

仕事の内容

就 業 日 　　月　　火　　水　　木　　金　　土　　日　（就業日に○）

勤 務 時 間 　　　時　　　分から　　　時　　　分まで（うち休憩時間　　　　分）

休 日

所定外労働 1　所定外労働をさせることが（ 有 ／ 無 ）　→　（最大　　　　時間程度）
2　休日労働をさせることが　（ 有 ／ 無 ）　→　（　　　　　　　　　　）

休 暇 1　年次有給休暇の付与ならびに実施については、一般社員として引き続き在籍
するものとして取扱う

2　その他の休暇（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

賃 金 1　基本給　イ　時間給　　ロ　日給　　ハ　月給（　　　　　　　　円）
2　通勤手当　（　　　　　円／ 1 カ月）
3　割増賃金率

イ　所定外　a　法定超　月 60 時間以内（　　　％）
	 月 60 時間超　（　　　％）
	 b　所定超（　　　％）

ロ　休　日　a　法定　（　　　％）　b　法定外（　　　％）
ハ　深　夜　（　　　％）

4　賃金締切日（毎月　　　　日）
5　賃金支払日（毎月　　　　日）
6　賃金の支払い方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
7　賃金支払時の控除（法に定める所得税・住民税・社会保険料、遅刻・早退・欠

勤・外出・出勤停止等による不就労時間または不就労日に相当する部分の賃金）
8　昇　給（ 有 ／ 無 ）→　（時期、金　　　　　　　　　　　 　　　 　）
9　賞　与（ 有 ／ 無 ）→　（時期、金額　　　　　　　　　　 　　 　　）
10　退職金（ 有 ／ 無 ）→　（時期、金額等　 　　　　　　 　　　　　　）

契 約 更 新 の
有 無 と そ の
判断基準等

1　本人が希望し、かつ、一般社員に対する就業規則第○条（退職事由）または第
○条（解雇事由）に該当する事由がない場合は、満 65 歳まで 1 年ごとに契約を
更新する。

2　ただし、期間満了の○か月前までに労働条件についての書面での合意に達し
ない場合については更新しないことがある。

3　更新する場合であっても同一の労働条件を保障しない。
4　本契約者は有期雇用特別措置法による特例に該当し、本契約に基づき定年後

引き続いて雇用されている期間については無期転換申込権が発生しない。

退職に
関する事項 当社嘱託社員に対する就業規則第　　　条～第　　　条による。

そ の 他 1　社会保険の加入状況（ 厚生年金　健康保険　その他（　　　　　　　　））
2　雇用保険の有無（ 有 ／ 無 ）
上記以外の労働条件等については、当社嘱託社員に対する就業規則による。

	 年　　　月　　　日
		  会　社

		  本　人	 住所
			   氏名
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8．高齢・障害・求職者雇用支援機構による各種支援
－「65 歳超雇用推進プランナー」「高年齢者雇用アドバイザー」による相談・援助の実施
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独立行政法人　高齢・障害・求職者雇用支援機構　各都道府県支部　高齢・障害者業務課
問い合わせ先

※最新情報は、独立行政法人　高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページをご確認ください。
（https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html）
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9．高齢者雇用に関する各種助成金一覧（2022 年現在）
⑴　65 歳超雇用推進助成金

 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構

（事業主の方へ）

本助成金制度は、生涯現役社会の実現に向けて、 歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用管
理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した事業主に対して助成し、高年
齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。本助成金はⅠ～Ⅲの３つのコースがあります。

令和４年度 歳超雇用推進助成金のご案内

Ⅰ 歳超継続雇用促進コース

概要 令和４年４月１日以降に、Ａ 歳以上への定年引上げ、Ｂ 定年の定めの廃止、 希望
者全員を対象とする 歳以上の継続雇用制度の導入、 他社による継続雇用制度の導入
のいずれかを実施した事業主に対して助成を行うコースです。

支給額 定年引上げ等の措置の内容や年齢の引上げ幅等に応じて、下表の金額を支給します。

注 ～ のいずれの措置を実施する場合も、実施前の定年または継続雇用年齢（ の場合、他の事業主にお
ける継続雇用年齢も同様）が 歳未満である場合に支給します。

歳
～ 歳

歳以上 定年の定めの
廃止＜ 歳未満の引上げ＞＜５歳以上の引上げ＞

１～３人 万円 万円 万円 万円 万円
４～６人 万円 万円 万円 万円 万円
７～９人 万円 万円 万円 万円 万円
人以上 万円 万円 万円 万円 万円

措置内容
歳以上

被保険者数

～ 歳 歳以上

１～３人 万円 万円
４～６人 万円 万円
７～９人 万円 万円
人以上 万円 万円

措置内容歳以上
被保険者数

【 歳以上への定年の引上げ、 定年の定めの廃止】

【 希望者全員を対象とする 歳以上の継続雇用制度の導入】

措置内容 ～ 歳 歳以上
支給上限額 万円 万円

【 他社による継続雇用制度の導入※】

高

主な支給要件

※ 令和４年度より、申請受付期間の考え方が変わりました。申請受付期間

※ 上記表の支給額を上限に、他社における制度の導入に
要した経費の１／２の額を助成します。

（１）制度を規定した際に経費を要した事業主であること。
（２）制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること。

• ～ の措置の実施日が属する月の翌月から起算して４か月以内の各月月初から５開庁日（行政機関の休日
（土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び 月 日から翌年 月 日までの日）は除
く）までに、「 歳超雇用推進助成金（ 歳超継続雇用促進コース）支給申請書」に必要な書類を添えて、
（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構の各都道府県支部 高齢・障害者業務課（東京および大阪は高齢・障
害者窓口サービス課。以下「機構」という。）に支給申請してください。

• なお、各月ごとの予算額上限もしくは四半期ごとの予算額上限の超過が予見される場合、または、各月の
申請受付件数の動向から、各月の予算額上限を超える恐れが高いと認める場合、支給申請の受付を停止する
場合があります。

• 以上のほか、①措置実施の６か月前の日から支給申請日の前日までの間に高年齢者雇用安定法第８条また
は第９条第１項の規定と異なる定めをしていないことや同法第 条の３第２項に基づく勧告を受けていない
こと、②支給申請日の前日において１年以上継続して雇用されている 歳以上の雇用保険被保険者が１人以
上いること、③高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を１つ以上実施している事
業主であること等が必要です。
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① 高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入または改善
② 高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度などの導入または改善
③ 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善
④ 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な知識を付与するための研修制度の導入又は改善
⑤ 専門職制度など、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入または改善
⑥ 法定外の健康管理制度（胃がん検診等や生活習慣病予防検診）の導入 等

Ⅱ 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して一部経費の
助成を行うコースです。対象となる措置は以下の通りです。（実施期間：１年以内）

概要

支給額

中小企業事業主 中小企業事業主以外
• 生産性要件※を満たした場合 ％ ％
• 生産性要件を満たさなかった場合 ％ ％

上記の支給対象経費の額に下表の助成率を乗じた額を支給します。

※ 支給対象経費は、初回に限り 万円とみなします。２回目以降の申請は、ⒶとⒷを合わせて 万円を上限とする
経費の実費を支給対象経費とします。また、生産性要件の詳細については、以下をご覧ください。
（厚生労働省ホームページ）

※支給対象経費は、Ⓐ雇用管理制度の導入等に必要な専門家等に対する委託費やコンサルタントとの相談
に要した経費のほか、Ⓑ上記のいずれかの措置の実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウェ
ア等の導入に要した経費です。

主な支給要件

○ 令和３年７月 日～令和３年 月 日までに ～ のいずれかの措置を実施し、当該措置の実施日の
翌日から起算して２か月を経過する日までの間に労働基準監督署への当該措置実施後の就業規則の届出お
よび支給対象経費の支払いを行ったにもかかわらず、令和３年９月 日までに支給申請が出来なかった
場合、令和４年４月 日 月 ～令和４年５月 日 水 までの間に、 歳超雇用推進助成金 歳超継続
雇用促進コース の申請をすることができます。
※令和４年度制度の支給額に基づいての支給となります。

○ 支給申請は、機構にて受け付けますので、手続きの詳細等は、各窓口あてご相談ください。

令和３年度 歳超雇用推進助成金 歳超継続雇用促進コース の経過措置について

計画期間終了日の翌日から６か月後の日の翌日～その２か月以内に（独）高齢・障害・求職者
雇用支援機構理事長に支給申請してください。

「雇用管理整備計画書」を計画開始の３か月前の日までに（独）高齢・障害・求職者雇用支援
機構理事長に申請し、計画内容の認定を受けてください。

受給手続の流れ

（１）「雇用管理整備計画書」を（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出して、計画内容につい
て認定を受けていること。

（２）上記計画に基づき、高年齢者雇用管理整備の措置を実施し、当該措置の実施の状況および雇用管理整備
計画の終了日の翌日から６か月間の運用状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

（３）雇用管理整備の措置の実施に要した支給対象経費を支給申請日までに支払ったこと。
• 以上のほか、①雇用管理整備計画書提出日から起算して６か月前の日から支給申請日の前日までの間に、

高年齢者雇用安定法第８条または第９条第１項の規定と異なる定めをしていないことや同法第 条の３第
２項に基づく勧告を受けていないこと、②支給申請日の前日において１年以上継続して雇用されている
歳以上の雇用保険被保険者であって講じられた高年齢者雇用管理整備の措置により雇用管理整備計画の終
了日の翌日から６か月以上継続して雇用されてる者が１人以上いる事業主であること等が必要です。

（２）支給の申請

（１）計画の申請
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→問い合わせ先：最寄りの独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 各都道府県支部高齢・障
害者業務課
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⑵　特定求職者雇用開発助成金

→問い合わせ先：最寄りの労働局、公共職業安定所（ハローワーク）
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⑶　エイジフレンドリー補助金

⾼年齢労働者を雇⽤する中⼩企業事業者の皆様へ 令和４年度（2022年度）版

「令和4年度エイジフレンドリー補助金」のご案内

補助⾦申請期間 令和４年５⽉11⽇〜令和４年10⽉末⽇

次の（１）〜（３）全てに該当する事業者が対象です。

※ 労働者数⼜は資本⾦等のどちらか⼀⽅の条件を満たせば中⼩企業事業者となります。

（３）労働保険に加⼊している

業種
常時使⽤する

労働者数

資本⾦⼜は

出資の総額

⼩売業、飲⾷店、持ち帰り配達飲⾷サービス業

医療・福祉、宿泊業、娯楽業、教育・学習⽀援
業、情報サービス業、物品賃貸業、学術研究・
専⾨・技術サービス業など

100⼈以下

製造業、建設業、運輸業、農業、林業、漁業、
⾦融業、保険業など

300⼈以下

対象となる事業者

厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

⼀般社団法⼈ ⽇本労働安全衛⽣コンサルタント会

補助金額

■近年の⾼齢者の就労拡⼤に伴い、⾼齢者の労働災害が増えています。

■⾼齢者が安⼼して安全に働けるよう、⾼齢者にとって危険な場所や負担の⼤きい作業を解消

し、働きやすい職場環境をつくっていくことが必要です。

■⾼齢者が就労する際に感染症予防が特に重要となる社会福祉施設、医療保健業、旅館業、飲

⾷店等の接客サービス業等では、利⽤者等と密に接する業務での新型コロナウイルス感染を

防⽌するため、対⼈業務を簡素化できる設備改善や作業改善が望まれています。

■エイジフレンドリー補助⾦は、職場環境の改善に要した費⽤の⼀部を補助します。是⾮ご活

⽤ください。

補助対象：⾼年齢労働者のための職場環境改善に要した経費（物品の購⼊・⼯事の施⼯等）

補 助 率：１／２

上 限 額：１００万円（消費税は除く。）

※この補助⾦は、事業場規模、⾼年齢労働者の雇⽤状況等を審査の上、交付を決定します。

（全ての申請者に交付されるものではありません。）

（１）⾼年齢労働者（60歳以上）を常時１名以上雇⽤している

（２）次のいずれかに該当する中⼩企業事業者

卸売業 卸売業 100⼈以下 １億円以下

３億円以下

⼩売業

サービス業

その他の業種

50⼈以下 5,000万円以下

5,000万円以下

（対策を実施する業務に就いていること。）
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働く⾼齢者を対象として職場環境を改善するための次の対策に要した費⽤を補助対象とします。

補助対象となる職場環境の改善対策

注：申請内容の確認のため、（⼀社）労働安全衛⽣コンサルタント会が実地に調査することがあります。

補助対象となる対策の具体例や、補助の対象とならないものについては、

Q&Aにまとめていますので、申請前に必ずご確認ください。→QRコード

１ 働く⾼齢者の新型コロナウイルス感染予防のための費⽤

２ ⾝体機能の低下を補う設備・装置の導⼊に係る費⽤

３ 健康や体⼒状況等の把握に関する費⽤

４ 安全衛⽣教育の実施に関する費⽤

１ 働く⾼齢者の新型コロナウイルス感染予防

◇ 介護における移乗介助の際の⾝体的負担を軽減する機器

◇ 介護における⼊浴介助の際の⾝体的負担を軽減する機器

◇ 熱中症の初期症状等の体調の急変を把握できる⼩型携帯機器 ( ウェアラブルデ

バイス ) を⽤いた健康管理システムの利⽤

◇ ⾶沫感染を防⽌するための対策

※使い捨てマスク等の消耗品、ビニールカーテン等の仮設の設備は対象となりません。

２ ⾝体機能の低下を補う設備・装置の導⼊

◇ 通路の段差の解消（スロープの設置等）、階段への⼿すりの設置

◇ 床や通路の滑り防⽌対策（防滑素材の採⽤、防滑靴の⽀給）

◇ 危険箇所への安全標識や警告灯の設置

◇ 業務⽤の⾞両への⾃動ブレーキ⼜は踏み間違い防⽌装置の導⼊

◇ 熱中症リスクの⾼い作業がある事業場における休憩施設の整備、送⾵機の設置

◇ 体温を下げるための機能のある服

◇ 不⾃然な作業姿勢を改善するための作業台等の設置

◇ 重量物搬送機器・リフト

◇ トラック荷台等の昇降設備

◇ 重筋作業を補助するパワーアシストスーツ

３ 健康や体⼒の状況の把握等

◇ 体⼒チェック

◇ 運動・栄養・保健指導等の実施（健康診断、⻭科検診、体⼒チェックの費⽤を除く。）

◇ 保健師やトレーナー等の指導による⾝体機能の維持向上活動

４ 安全衛⽣教育

◇ ⾼齢者の特性を踏まえた安全衛⽣教育

※労働者個⼈ごとに費⽤が⽣じる対策（ウェアラブルデバイス、防滑靴、体⼒チェックなど）

については、雇⽤する⾼年齢労働者の⼈数分に限り補助対象とします。

具体的には次のような対策が対象となります。

リフト、スライディングシート

等を導入し、抱え上げ作業を抑制

階段には手すりを設け、可能な

限り通路の段差を解消する

涼しい休憩場所を整備し、

通気性の良い服装を準備する

解消できない危険箇所に

標識等で注意喚起

防滑靴を利用させる

不自然な作業姿勢をなくすよう作業台の高さや

作業対象物の配置を改善する

高齢者における

安全衛生に関する研修会

例えば戸口に段差がある時
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申請手続き

必要な時に手続き

申請に当たっての注意

◆ この補助⾦は、「補助⾦等に係る予算の執⾏の適正化に関する法律」の対象のため、適正な運⽤が求め

られるものです。補助⾦の実施要領、交付規程等をよく読み、補助⾦の趣旨を理解した上で申請してく

ださい。

◆ 偽りその他不正の⼿段により補助⾦の交付を受けた場合、交付決定の内容や付された条件に違反した場

合は、補助⾦の返還を求めることがあります。

◆ 交付決定を受けられなかった申請案件（９⽉及び10⽉申請分は除く）は、申請期間中に再度の申請が可

能です。

  ただし、不採択となった内容での再申請は受付できません。

この補助⾦は、（⼀社）⽇本労働安全衛⽣コンサルタント会（以下「コンサルタント会」という。）が補

助事業の実施事業者（補助事業者）となり、中⼩企業事業者からの申請を受けて、審査等を⾏い、補助⾦

の交付決定と⽀払いを実施します。

・補助⾦事務センターのHPを参照し、必要書類に過不⾜がないよう申請してください(郵送のみ)。

  https://www.jashcon-age.or.jp

 ◎HP内「申請に必要な提出資料⼀覧」を確認の上提出資料をそろえてください。

・申請は毎⽉末にとりまとめ、翌⽉に審査します。

・必要に応じて電話で確認する場合があります。

・審査結果は、審査した⽉の⽉末から翌⽉初めとなります。

・交付を決定した案件は、申請代表者宛に交付決定通知書を郵送します。

 不採択の場合は、申請担当者宛にメールにより通知します。

・交付決定⽇以降に対策を実施し、費⽤を⽀払ってください。

 （交付決定通知書が到着したらできるだけ早く対策を実施すること。）

※交付決定通知書を受領したのち、物品の購⼊、⼯事の発注施⼯に着⼿してください。

 交付決定⽇以前の物品の購⼊、⼯事の発注施⼯は、補助⾦の⽀払いが認められません。

・実績報告書及び精算払請求書をエイジフレンドリー補助⾦事務センターへ提出（郵送のみ）

※⽀払完了後、速やかに提出してください（⽀払⽇から２０⽇以内が⽬安となります）

※最終提出期限は令和5年1⽉末⽇です。令和5年1⽉末⽇(当⽇消印有効)までに必ず提出してくだ

 さい。提出期限を超えて提出された場合には、補助⾦の⽀払いはできません。

補助⾦を受けた機材等のうち50万円以上の物について、補助を受けた年度終了後5年以内に、事業の廃⽌等に

伴い、譲渡し、⼜は廃棄する場合は、承認⼿続きが必要です。

① 補助金交付申請（中小企業事業者）

② 審査等（補助金事務センター）

③ 交付決定通知書の発行（補助金事務センター）

④ 対策の実施・費用の支払い（中小企業事業者）

⑤ 実績報告書・精算払請求書提出（中小企業事業者）

⑥ 確認、補助金の交付（補助金事務センター）

財産を処分する場合の承認申請

申請期間は５⽉ 11 ⽇から 10 ⽉末⽇までです

・実績報告書及び精算払請求書を確認の上、確定通知書等を郵送し、補助⾦を振り込みます。

※交付決定額が予算額に達した場合、申請期間中であっても受付を締め切ります。あらかじめご了承ください。
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▼取り組むべき事項を知りたいとき

▼好事例を知りたいとき

⇒ 厚⽣労働省ホームページ
（先進企業）https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000156041.html
（ 製 造 業 ）https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/1003-2.html

⇒ 独⽴⾏政法⼈⾼齢・ 障害・求職者雇⽤⽀援機構ホームページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/data/statistics.html

▼⾼齢者のための対策について個別に相談したいとき

各企業の実情に応じて、以下の項⽬に対する専⾨的かつ技術的な相談・助⾔を⾏っています。
●⼈事管理制度の整備に関すること ●能⼒開発に関すること
●賃⾦、退職⾦制度の整備に関すること ●健康管理に関すること
●職場の改善、職域開発に関すること ●その他⾼年齢者等の雇⽤問題に関すること

相談・助⾔

中⼩規模事業場 安全衛⽣サポート事業 個別⽀援

■労働災害防⽌団体 問い合わせ先
・中央労働災害防⽌協会           技術⽀援部業務調整課   03-3452-6366 （製造業、下記以外の業種関係）
・建設業労働災害防⽌協会          技術管理部指導課     03-3453-0464 （建設業関係）
・陸上貨物運送事業労働災害防⽌協会     技術管理部        03-3455-3857 （陸上貨物運送事業関係）
・林業・⽊材製造業労働災害防⽌協会     教育⽀援課        03-3452-4981 （林業・⽊材製造業関係）
・港湾貨物運送事業労働災害防⽌協会     技術管理部        03-3452-7201 （港湾貨物運送事業関係）

（Ｒ４．５）

65歳超雇⽤推進プランナー・⾼年齢者雇⽤アドバイザーをご活⽤ください

令和2年3⽉16⽇付け基安発0316第１号  
「⾼年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドラインの策定について」

受付時間：平⽇10:00〜12:00、13:00〜16:00（⼟⽇祝休み）

◎ホームページに、交付規程、申請書様式などを掲載していますので、ご確認をお願いします。

（８⽉８⽇〜１２⽇（夏季休暇）、１２⽉２８⽇〜１⽉４⽇（年末年始）を除く。）

この補助⾦についてのお問合せは、この補助⾦についてのお問合せは、

一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会 

エイジフレンドリー補助金事務センターまで

無 料

無 料

https://www.jashcon-age.or.jp

〇 お近くのお問合せ先は、⾼齢・障害・求職者雇⽤⽀援機構のホームページ（https://www.jeed.go.jp）から確認できます。
〇「70歳雇⽤事例サイト(https://www.elder.jeed.go.jp/)」により、70歳以上継続雇⽤制度を導⼊した企業や健康管理・職場の改善等
  に取り組む企業事例をホームページにて公開しています。

⾼年齢労働者が安⼼して安全に働ける職場環境づくりのため、事業者と労働者に求められる取組を⽰した「⾼年齢労働者の安全

と健康確保のためのガイドライン（エイジフレンドリーガイドライン）を活⽤しましょう。

中⼩企業診断⼠、社会保険労務⼠等、⾼齢者の雇⽤に関する専⾨的知識や経験などを持っている外部の専⾨家が、企業の⾼
齢者雇⽤促進に向けた取り組みを⽀援します。

労働災害防⽌団体が中⼩規模事業場に対して、安全衛⽣に関する知識・経験豊富な専⾨職員を派遣して、⾼年齢労働者対策を
含めた安全衛⽣活動⽀援（現場確認・ヒアリング・アドバイス）を⾏います。

参 考 情 報参 考 情 報

03-6381-7507   03-6381-7508

申請関係申請関係 ⽀払関係⽀払関係

〒105-0014 東京都港区芝1-4-10 トイヤビル5階
                   エイジフレンドリー補助⾦事務センター
〒105-0014 東京都港区芝1-4-10 トイヤビル5階
                   エイジフレンドリー補助⾦事務センター

af-hojyojimucenter＠jashcon.or.jp

様式 1、様式 1( 別紙 )、様式 1-1、様式 1-2、
様式 1-3、様式 2 に関するお問合せはこちら

結果連絡 ⽀払資料提出期⽇審査期間申請期間 ( 当⽇消印有効 )

【申請スケジュール】例）7⽉に申請する場合

8 ⽉末⽇〜 9 ⽉初め ⽀払完了後速やかに8 ⽉中7 ⽉ 1 ⽇〜 7 ⽉末⽇

※不⾜資料がある場合等は、スケジュール通りにいかない場合もあります

※⽀払資料の提出の最終締切は令和 5 年 1 ⽉末⽇です。

様式 3、発注書・納品書等、⽀払いに
関するお問合せはこちら

af-shiharai@jashcon.or.jp

申請に関する書類は「申請関係」、⽀払に関する書類は「⽀払関係」宛へお送りください。
※消印⽇が確認できない料⾦別納・後納での郵送はご遠慮ください。

03-6809-4085   03-6809-4086

送 付 先送 付 先
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10．高齢者雇用に関する関係機関のホームページ一覧
高齢者雇用についてより詳しく知りたい方は下記をご参照ください。

■独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
https://www.jeed.go.jp/
○事業主の方へ（高齢者雇用について）

https://www.jeed.go.jp/elderly/employer/
・高齢者雇用について相談したい
・助成金について知りたい
・70 歳雇用について知りたい
・各種セミナー・イベント
・どんな調査研究があるか知りたい
・高齢者雇用のための快適な職場づくり　等

○高年齢者の方へ
https://www.jeed.go.jp/elderly/person/
→お問い合わせは最寄りの独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 各都道
府県支部高齢・障害者業務課へ
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/

【高年齢者活用事例の紹介】
○ 70 歳雇用事例サイト
https://www.elder.jeed.go.jp/

■厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/index.html
○高年齢者雇用対策

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/
koureisha/index.html

〇高年齢者雇用安定法の改正～ 70 歳までの就業機会確保～
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/
koureisha/topics/tp120903-1_00001.html
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本ガイドラインは会員企業から選出された推進委員との広範にわたる議論を積み重ね
て作成したガイドラインです。

人口減少社会のわが国において少子高齢化と人手不足はさらに進展し、安定的な労働力
の確保はとび・土工工事業界における重要課題の 1 つになっています。この課題を解決
するには、これからのとび・土工工事業界の中核を担う若年者の確保を進める一方で、現
在、とび・土工工事業界に従事している職人のみなさんが安心して活躍できる場の整備・
拡充を図ること、そして長年の職業人生を通して蓄積してきた技術、経験、知識を持つ高
齢職人のさらなる活用が不可欠です。しかし、「とび」の仕事特性から高齢期に入ると第
一線で活躍することが難しくなってきます。会員各社のなかには、高齢職人のさらなる活
用を図るべく、中堅・若手職人など指導役などの役割を担ってもらうなどの取り組みが進
められています。こうした取り組みは一定の成果を上げていますが、業界全体として高齢
職人の活躍の場を考えていく必要が求められています。

このような状況を踏まえ、一般社団法人日本鳶工業連合会は 2021 年度に高齢者雇用推
進委員会を設置して、高齢者雇用の実態を把握するためのアンケート調査やインタビュー
調査を行いました。アンケート調査では経営者と職人から高齢者雇用に関する様々な意
見・考えを回答してもらい、インタビュー調査では先進的な取り組みを進めている会員企
業の高齢者雇用の工夫や課題などを伺いました。

これら調査を通じて明らかになったのは、会員各社では高齢職人は戦力として不可欠な
存在になっていること、高齢職人が活躍できるための工夫が各社・各現場で積み重ねら
れていること、そしてこうした取り組みにより高齢職人の活躍の場が拡がっていることで
す。各社の工夫を業界全体で共有することは、これからのとび・土工工事業界の発展に寄
与することにもなります。

本委員会では、これら調査結果を踏まえてとび・土工工事業における高齢職人活躍のあ
り方について検討し、ガイドラインを取りまとめました。本ガイドラインでは、高齢職人
の活躍推進のための 9 つのポイントを提言しています。会員各社が本ガイドラインを通
して高齢職人とともに活躍できることを期待します。

最後に、本ガイドライン作成に当たり、ご協力頂いた推進委員の皆様をはじめ、アンケー
ト調査及びヒアリング調査にご協力頂いた企業及び職人の皆様に厚く御礼申し上げます。

� 一般社団法人　日本鳶工業連合会
� とび・土工工事業高齢者雇用推進委員会	
� 座　長　田　口　和　雄
� （高千穂大学　経営学部　教授）

おわりに
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座長
田口　和雄		  高千穂大学　経営学部　教授

委員
清水　　武		  一般社団法人　日本鳶工業連合会会長
岡本　啓志		  一般社団法人　日本鳶工業連合会常務理事
栗栖　龍男		  一般社団法人　日本鳶工業連合会理事
丹波　信二		  一般社団法人　日本鳶工業連合会理事
松浦　秀次		  一般社団法人　日本鳶工業連合会技術技能委員

シンクタンク
広田　　薫		  広田　薫事務所（城西国際大学　経営情報学部　非常勤講師）

推進担当
木野　一弘		  一般社団法人　日本鳶工業連合会　事務局長
坪内　太一		  一般社団法人　日本鳶工業連合会　事務局次長
奥田　奈緒子	 一般社団法人　日本鳶工業連合会　総務部

� （敬称略）

とび・土工工事業高齢者雇用推進委員会
委員名簿
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無断転載を禁ず

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
産業別高齢者雇用推進事業

とび・土工工事業　高齢者がバトンをつなぐ 未来のガイドライン
人生 100 年時代！　活躍の場・生きがいを求めて！

発行　2022 年 8 月

一般社団法人　日本鳶工業連合会
〒 105-0011　東京都港区芝公園 3-5-20　日鳶連会館
TEL : 03 - 3434 - 8805　FAX : 03 - 5472 - 5747
https://nittobiren.or.jp




